
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

事

務

局

一

般

県

立

学

校

学
校
以
外
の
教
育
機
関

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
元
年
十
二
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

第
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
文
の
記
名
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
の
名
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
法
令
等
に

定
め
が
あ
る
場
合
又
は
文
書
の
性
質
若
し
く
は
内
容
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
教
育
次
長

名
又
は
課
等
若
し
く
は
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
長
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

別
表
教
育
政
策
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
教
職
員
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

高
校
の
特
色
づ
く
り
推
進
課

教
高

別
表
学
校
教
育
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
ぶ
力
は
ぐ
く
み
課

教
学

別
表
保
健
体
育
課
の
項
を
次
に
よ
う
に
改
め
る
。

健
康
・
安
全
教
育
課

教
健
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